
・個人、企業向け賃貸
・賃貸売買
・査定

・不動産価値が付きにくい物件
・旧耐震構造の物件
・古民家及び昭和25年以前の物件
など

相談

〈注意事項〉
最終的な判断は物件の所有者様となります。あくまで一般的なアドバイスとしてご利用下さい。
所有される物件の写真、登記簿情報などをご用意いただけますとスムーズにご案内が可能となります。
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